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公　　　　　　　告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第18項の規定によ

り、佐川土地改良区から次のとおり就任した役員の届出があっ

た。

令和 8年 4月28日

高知県知事　濵田　省司

役名　　　氏　名　　　　住　　　　　　　所

理事　　森　　健司　高岡郡佐川町丙4017番地

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第 2 項の規定によ

り、中村国営土地改良区の定款の変更を令和 8年 4月 9日に認可

した。

なお、この認可については、この認可があったことを知った日

の翌日から起算して 6月以内に、高知県を被告として（訴訟にお

いて高知県を代表する者は、高知県知事となる。）、当該認可の

取消しの訴えを提起することができる。

令和 8年 4月28日

高知県知事　濵田　省司

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第 2 項の規定によ

り、佐川土地改良区の定款の変更を令和 8 年 4 月13日に認可し

た。

なお、この認可については、この認可があったことを知った日

の翌日から起算して 6月以内に、高知県を被告として（訴訟にお

いて高知県を代表する者は、高知県知事となる。）、当該認可の

取消しの訴えを提起することができる。

令和 8年 4月28日

高知県知事　濵田　省司

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第 3 項の規定によ

り、開発行為に関する工事の完了を次のとおり公告する。

　　令和 8年 4月28日

高知県知事　濵田　省司

教 育 委 員 会 告 示

高知県教育委員会告示第 5号

博物館法（昭和26年法律第285号）第11条の規定により、令和

8年 4月22日に次の博物館を登録したので告示し、昭和27年 5 月

高知県教育委員会告示（博物館の登録）は、廃止する。

令和 8年 4月28日

高知県教育長　今城　純子

選挙管理委員会告示

高知県選挙管理委員会告示第72号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第74条第 1項の規定に基づ

く高知県の条例の制定又は改廃の請求及び同法第75条第 1項の規

定に基づく監査の請求をする場合の選挙権を有する者の総数の50

分の 1の数は、11,293人である。

令和 8年 4月13日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

高知県選挙管理委員会告示第73号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第76条第 1項の規定に基づ

く高知県議会の解散の請求、同法第81条第 1項の規定に基づく高

知県知事の解職の請求及び同法第86条第 1項の規定に基づく高知

県の副知事、選挙管理委員、監査委員又は公安委員会の委員の解

職の請求並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

31年法律第162号）第 8 条第 1 項の規定に基づく高知県教育委員

会の教育長又は委員の解職の請求をする場合の選挙権を有する者

の総数のうち、40万を超える数に 6分の 1を乗じて得た数と40万

に 3 分の 1 を乗じて得た数とを合算して得た数は、160,771人で

ある。

令和 8年 4月13日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

高知県選挙管理委員会告示第74号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第80条第 1項の規定に基づ

く高知県議会の議員の解職の請求をする場合の各選挙区における

選挙権を有する者の総数の 3分の 1の数は、次のとおりである。

令和 8年 4月13日（掲示済）

高知県選挙管理委員会委員長　田中　庄司

高知市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　88,174人

室戸市・東洋町選挙区　　　　　　　　　　　　　　 3,918人

安芸市・芸西村選挙区　　　　　　　　　　　　　　 5,486人

南国市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　12,753人

土佐市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,152人

須崎市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,368人

宿毛市・大月町・三原村選挙区　　　　　　　　　　 6,921人

土佐清水市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　 3,402人

四万十市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,900人

香南市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,032人

香美市選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,939人

奈半利町・田野町・安田町・北川村・馬路村選挙区　 2,722人

長岡郡・土佐郡選挙区　　　　　　　　　　　　　　 2,856人

吾川郡選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,315人

中土佐町・檮原町・津野町・四万十町選挙区　　　 　8,336人

許可番号
開発許可を受けた

者の住所及び氏名

高知市葛島四丁目

1番16号

セキスイハイム東

四国株式会社　代

表取締役　木村

勲

令和 8年 1月 5日

7高都計第562号

開発区域に含まれる

地域の名称

（第 2工区）

吾川郡いの町字五反

田231番地 4、256番

地

設置者の

名称

公益社団

法人桂浜

水族館

設置者の住所

高知市浦戸778

番地

博物館の名称

桂浜水族館

博物館の所在地

高知市浦戸778

番地
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佐川町・越知町・日高村選挙区　　　　　　　　　　 6,092人

黒潮町選挙区　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,849人
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